
１　予算案の概要
                   
    今回の補正は、国の令和４年度補正予算（第２号）に係るもの、職員の給与改定に
　係るもの及びその他必要な経費について、措置するものです。
　

    補正額は、

２９２億１，００４万４千円

　　３億９，７６６万円

  です。

                                                  

  　今回の補正予算による一般会計の歳入財源は、

分担金及び負担金 　　６億８，６７４万１千円

１５２億４，０３３万１千円

　　７億５，４３１万４千円

　　３億１，８６５万８千円

１２２億１，０００万円

　です。

　　なお、今回の補正予算の主な内容は、次のとおりです。

県 債

諸 収 入

    この結果、一般会計の予算の規模は、７，５３６億８，７９９万７千円となります。
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（単位：千円）

議 会 費 1,173,065 2,924 1,175,989

総 務 費 43,978,238 28,000 44,006,238

民 生 費 98,055,063 15,421 98,070,484

衛 生 費 70,824,337 17,319 70,841,656

労 働 費 1,612,103 1,623 1,613,726

農 林 水 産 業 費 61,695,010 5,880,287 67,575,297

商 工 費 72,962,001 6,644 72,968,645

土 木 費 73,260,079 22,652,292 95,912,371

警 察 費 27,250,371 108,238 27,358,609

教 育 費 118,434,533 497,296 118,931,829

一 般 会 計 合 計 724,477,953 29,210,044 753,687,997

（単位：千円）

会 計 名 補 正 前 の 額 今 回 補 正 額 計

電 気 事 業 8,229,252 311,185 8,540,437

工 業 用 水 道 事 業 640,592 314 640,906

地 域 振 興 事 業 35,921 2 35,923

県 立 病 院 事 業 48,938,646 86,159 49,024,805

公営企業会計合計 57,844,411 397,660 58,242,071

公　営　企　業　会　計　歳　出　一　覧

一　般　会　計　歳　出　一　覧

款 別 補正前の額 今回補正額 計
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○　補助公共・交付金事業 （単位：千円）

事 業 名 補正前の額 今回補正額 計

道 路 事 業 21,048,146 11,665,000 32,713,146

河 川 事 業 9,384,412 9,556,000 18,940,412

港 湾 事 業 3,830,759 791,000 4,621,759

街 路 事 業 1,187,279 52,500 1,239,779

都 市 計 画 事 業 500,258 235,000 735,258

盛 土 防 災 事 業 0 80,000 80,000

土 地 改 良 事 業 7,395,095 2,459,104 9,854,199

農村総合整備事業 1,127,578 105,750 1,233,328

漁 港 事 業 2,056,197 785,000 2,841,197

造 林 事 業 2,182,832 1,657,300 3,840,132

林 道 事 業 2,448,646 189,000 2,637,646

治 山 事 業 4,472,243 697,100 5,169,343

自 然 公 園 事 業 184,989 187,000 371,989

合 計 57,174,170 28,459,754 85,633,924

○　県単公共事業 （単位：千円）

事 業 名 補正前の額 今回補正額 計

盛 土 防 災 事 業 0 3,000 3,000

合 計 21,648,204 3,000 21,651,204

公 共 計 112,944,412 28,462,754 141,407,166

○　主な事業（非公共）

・ 宮崎海洋高等学校進洋丸代船建造事業（高校教育課） 60,000千円

　建設資材の高騰に伴う整備費を増額するための経費
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２ 特別議案の概要

【条例３件】

○ 職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例（人事課）

令和４年の人事委員会勧告等を踏まえ、県職員の給与を改定するとともに、地方公務員

法の改正により職員の定年を引き上げることに伴い、６０歳を超える職員に係る給与の取

扱いを定めるものである。

○ 市町村立学校職員の給与等に関する条例及び義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関

する特別措置に関する条例の一部を改正する条例（教育庁教職員課）

令和４年の人事委員会勧告等を踏まえ、市町村立学校職員の給与を改定するとともに、

地方公務員法の改正により職員の定年を引き上げることに伴い、６０歳を超える職員に係

る給与の取扱いを定めるものである。

○ 知事等の給与及び旅費に関する条例等の一部を改正する条例（人事課）

国の特別職の給与改定状況等を踏まえ、本県の特別職の期末手当の支給月数を改定する

ものである。


